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(57)【要約】
【課題】実釣時において握り心地が良く、サイドプレー
トがフレームに対して誤作動することのない両軸受型リ
ールを提供する。
【解決手段】本発明の両軸受型リールは、フレーム７に
サイドプレート８Ａを開閉可能に被着した左右側板を具
備するリール本体１と、左右側板間に回転自在に支持さ
れたスプール３と、側板の一方に設けられスプール３を
回転駆動するハンドル５と、リール本体に設けられ、反
ハンドル側のサイドプレートをフレームに対して開閉可
能とする開閉機構２０と、を有している。そして、反ハ
ンドル側のサイドプレート８Ａの側面には開口部２１が
形成されており、開口部の内部に開閉機構２０の操作部
材２７Ａを配設したことを特徴とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームにサイドプレートを開閉可能に被着した左右側板を具備するリール本体と、前
記左右側板間に回転自在に支持されたスプールと、前記側板の一方に設けられ前記スプー
ルを回転駆動するハンドルと、前記リール本体に設けられ、反ハンドル側のサイドプレー
トをフレームに対して開閉可能とする開閉機構と、を有する両軸受型リールにおいて、
　前記反ハンドル側のサイドプレートの側面には開口部が形成されており、前記開口部の
内部に前記開閉機構の操作部材を配設したことを特徴とする両軸受型リール。
【請求項２】
　前記開口部は、前記サイドプレートを貫通するように形成された開口であり、
　前記反ハンドル側のサイドプレートの高さをＨとした場合、前記開口部は、（１／２）
Ｈの高さよりも高い上方の領域内に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の両
軸受型リール。
【請求項３】
　前記開閉機構の操作部材は、前後方向に移動操作可能なレバー形状であり、その操作部
材の頂部が前記サイドプレートの表面と同一、又は、僅かに突出していることを特徴とす
る請求項２に記載の両軸受型リール。
【請求項４】
　前記開閉機構は、前記操作部材を前方側に移動操作した際、サイドプレートを開放状態
とし、後方側に移動操作した際、ロック状態に切り換えることを特徴とする請求項３に記
載の両軸受型リール。
【請求項５】
　前記開口部は、前後方向に沿って長孔状に形成されており、
　前記開口部の前方側にスプールの回転に制動力を付与する制動機構の調整部材を配設し
、後方側に前記開閉機構の操作部材を配設したことを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項に記載の両軸受型リール。
【請求項６】
　前記反ハンドル側のサイドプレートは、その外表面が外方に向けて凸状に湾曲形成され
ており、その中間部分に前後方向に沿って湾曲面の頂部を規定する稜線が形成され、
　前記稜線よりも上方に前記開口部が形成されていることを特徴とする１から５のいずれ
か１項に記載の両軸受型リール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣糸を巻回するスプールをリール本体の側板間に回転自在に支持した両軸受
型リールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に両軸受型リールは、フレームの左右にそれぞれサイドプレート（左右のカバー
部材）を着脱可能に被着した左右側板を備えている。左右側板の間には、釣糸が巻回され
るスプールが回転可能に支持されており、一方の側板側に配設されたハンドルを巻き取り
操作することでスプールを回転駆動し釣糸を巻回する。前記フレームとサイドプレートと
の間には、ハンドルの回転をスプールに伝達する駆動力伝達機構、スプールの回転に対す
る制動力を調整する制動力調整機構等の各種機能部品が収容されている。そして、これら
の機能部品は、メンテナンス等が必要になることから、フレームとサイドプレートには、
例えば特許文献１及び２に開示されているように、サイドプレートを取り外すことを可能
にする開閉機構が設けられている。
【０００３】
　前記開閉機構は、サイドプレートに配設されているネジやレバー等の操作部材を操作す
ることでサイドプレートをフレームから解放できるように構成されており、特許文献１に
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は、反ハンドル側のサイドプレートの後方下部にレバータイプの操作部材を配設した構成
が開示されている。また、特許文献２には、反ハンドル側のサイドプレートの前方下部に
ネジタイプの操作部材を配設した構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２３５８６号
【特許文献２】特開２０１１－２４５２７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した両軸受型リールを用いた釣法では、反ハンドル側の側板を握り込んでハンドル
の巻き取り操作を行なったり、ハンドル側の側板を握り込んで仕掛けをキャスティングす
る等、様々な操作が行われる。このため、リール本体の側板は、掌で握り込み易いように
コンパクト化されており、また、握り込んだ際に掌が突起物に当たって握り心地が悪くな
らないように、前記公知技術の開閉機構の操作部材は、サイドプレートの側面から突出し
ないように工夫がなされている。
【０００６】
　しかし、実釣時にリール本体を握り込んで操作するに際しては様々な態様があり、場合
によっては指の各部位が前記操作部材に触れてしまうことがある。すなわち、リール本体
を握り込むと、側板の外周領域における前方下部から後方にかけて指先や指の腹部、つけ
根等の各部位が当接することから、前記公知技術のようにこの部分に開閉機構の操作部材
が配設されていると、掌や指の握持部位に違和感が生じて握り心地が悪くなったり、痛く
なったり、誤作動が発生する可能性がある。
【０００７】
　本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、実釣時において握り心地が良
く、サイドプレートがフレームに対して誤作動することのない両軸受型リールを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記した目的を達成するために、本発明に係る両軸受型リールは、フレームにサイドプ
レートを開閉可能に被着した左右側板を具備するリール本体と、前記左右側板間に回転自
在に支持されたスプールと、前記側板の一方に設けられ前記スプールを回転駆動するハン
ドルと、前記リール本体に設けられ、反ハンドル側のサイドプレートをフレームに対して
開閉可能とする開閉機構と、を有しており、前記反ハンドル側のサイドプレートの側面に
は開口部が形成され、前記開口部の内部に前記開閉機構の操作部材を配設したことを特徴
とする。
【０００９】
　上記した構成の両軸受型リールでは、反ハンドル側のサイドプレートの側面に開口部を
形成し、この開口部の内部にサイドプレートの開閉機構の操作部材を配設したため、サイ
ドプレートを握り込んで操作しても、操作部材による違和感が生じることはない。また、
操作部材を開口部の内部に配設して、サイドプレートの外周領域における下縁領域や上縁
領域から操作部材を露出、突出させるものではないため、操作部材に掌や指の握持部位が
当接することはなく、握り心地が悪くなったり、痛くなったり、誤作動を生じさせること
もない。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、実釣時において握り心地が良く、サイドプレートがフレームに対して
誤作動することのない両軸受型リールが得られる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】本発明に係る両軸受型リールの一実施形態を示す平面図。
【図２】図１に示す両軸受型リールを反ハンドル側から見た側面図（開閉機構のロック状
態）。
【図３】開閉機構の一例を示した分解斜視図。
【図４】反ハンドル側のサイドプレートを後方側から見た平面図。
【図５】図１に示す両軸受型リールを反ハンドル側から見た側面図（開閉機構の開放状態
）。
【図６】反ハンドル側のサイドプレートを左手で握り込んだ状態を示す図。
【図７】ハンドル側のサイドプレートを右手で握り込んだ状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１から図５を参照して本発明に係る両軸受型リールの一実施形態について説明
する。
【００１３】
　本実施形態に係る両軸受型リールのリール本体１は、左側板１Ａ、右側板１Ｂ、及び両
側板１Ａ，１Ｂ間に回転自在に支持したスプール３を備えている。本実施形態では、右側
板１Ｂ側にハンドル５を設けており、ハンドル５を巻き取り操作することで、右側板内に
配設された駆動力伝達機構（図示せず）を介して前記スプール３を回転駆動する構成とな
っている（右ハンドル式）。なお、ハンドル５については、左側板側に設けられた構成で
あっても良い。
【００１４】
　前記リール本体１は、左右の側板１Ａ，１Ｂを構成するフレーム７とフレーム７に被着
されるサイドプレートとを備えている。前記フレームは左フレーム７Ａと右フレーム７Ｂ
を備えており、これらは一体形成されて、左フレーム７Ａに左サイドプレート８Ａ（左カ
バー部材）が被着され、右フレーム７Ｂに右サイドプレート８Ｂ（右カバー部材）が被着
される。すなわち、左側板（反ハンドル側側板）１Ａは、左フレーム７Ａとこれに被着さ
れる左サイドプレート８Ａによって構成され、右側板（ハンドル側側板）１Ｂは、右フレ
ーム７Ｂとこれに被着される右サイドプレート８Ｂによって構成される。
【００１５】
　前記フレーム７は、左フレーム７Ａと右フレーム７Ｂを連結する複数の連結部、例えば
、前方連結部７Ｃ、後方連結部７Ｄ、上方連結部（サムレストとして機能しても良い）７
Ｅ、及び、下方連結部７Ｆを備えている。これらの連結部の内、スプールの下方に設けら
れる下方連結部７Ｆには、釣竿７０（図６，７参照）のリールシートに装着されるリール
脚９が一体的に装着されている（リール脚はフレームと一体形成されていても良い）。
【００１６】
　左右の側板１Ａ，１Ｂの形状については限定されることはないが、本実施形態の左右の
側板１Ａ，１Ｂは、外周形状が側面視で前後方向に延びる非円形状（略楕円形状）に構成
されている（図２参照）。この場合、反ハンドル側の側板（左サイドプレート）の表面（
側面）は、掌で包み込んで握り込み易いように、外側方向（スプール軸の軸方向）に向け
て凸状に湾曲した湾曲面となっており、その高さ方向の中間部分に、前後方向に沿って湾
曲面の頂部を規定する稜線Ｒが形成されている。この場合、使用者の掌の大きさにもよる
が、側板１Ａの前後方向の長さＬを６５ｍｍ～７５ｍｍ、高さ（最大高さ）Ｈを３５ｍｍ
～４５ｍｍの範囲内に構成することで握り込み易くなる。すなわち、図６に示すように、
湾曲面の頂部である稜線Ｒより下方の領域（下方側面８Ａ１）に人差し指の腹部を当て、
左側板の上縁部１Ｅ（表面領域）に親指の腹部を載置させることができ、全体として左手
の掌で握り込み易い形状にすることが可能である。
【００１７】
　上記した左側板１Ａは、その外周面（上縁部１Ｅ，下縁部１Ｆ）が平坦面に構成されて
いることが好ましい。ここで、平坦面とは、その表面から部分的に突出する部分（後述す
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る開閉機構の操作部材などの突起物が露出していない平坦な面を意味し、曲面状のものを
含む）がないことを意味しており、このように側板の外周面を平坦状に形成することで、
側板を掌で握り込んだ際に、その指の引っ掛かりがなくなり、握り心地が悪くなることが
防止される。本実施形態では、左手でリール本体を握り込むと、図２及び図６に示すよう
に、指の付け根部分の掌部分が左サイドプレート８Ａの後方側の領域に当接し、人差し指
の腹部が前記稜線Ｒの下側の領域（下方側面８Ａ１）に当接する。また、この際、親指の
腹部は側板１Ａの上縁部１Ｅに当接し、中指、薬指、小指は側板１Ａの下縁部１Ｆに当接
するようになる。
【００１８】
　前記リール本体には、左サイドプレート８Ａを左フレーム７Ａに対して開閉可能にする
開閉機構２０が設けられている。開閉機構２０は、指で操作可能な位置に配設される操作
部材を操作することで、左フレーム７Ａから左サイドプレート８Ａを取り外して内部を露
出させるものであり、本実施形態の開閉機構２０は、左フレーム７Ａと左サイドプレート
８Ａとの間に配設されている。
　以下、図２及び図３を参照して、本実施形態の開閉機構２０の構成について説明する。
【００１９】
　前記左サイドプレート８Ａの側面には、開口部２１が形成されており、開口部２１の内
部に開閉機構２０の操作部材２７Ａが配設されている。ここで、開口部２１は、左サイド
プレート８Ａを貫通するように形成された開口であり、本実施形態では、左サイドプレー
ト８Ａの高さＨに対して、（１／２）Ｈの高さよりも高い上方の領域内に前後方向に沿っ
て長孔状に形成されている。なお、本実施形態の左サイドプレート８Ａの側面には、上述
したように、稜線Ｒが形成されているが、開口部２１は、その稜線Ｒよりも高い位置（上
方側面８Ａ２の領域内）に形成されている。
【００２０】
　前記開閉機構２０は、左サイドプレート８Ａの内面に装着されたユニット構造となって
おり、左サイドプレート８Ａの内面に対してネジ部材２３によって取着、固定されるセッ
トプレート２５と、セットプレート２５の左サイドプレート側の輪帯状面２５ａに対して
ワッシャ２６を介在して装着されるリング状の回動部材２７とを備えている。
【００２１】
　前記回動部材２７には、左フレーム７Ａに対して係合／離脱可能な係合片が形成されて
いる。具体的には、回動部材２７の外周面には、径方向に突出する突起（係合片）２７ａ
が所定間隔をおいて複数個所（本実施形態では、周方向に沿って９０°間隔で４箇所）形
成されており、この突起２７ａが左フレーム７Ａに形成された４箇所の凹溝７ａに入り込
めるように構成されている。すなわち、回動部材２７が一方向（図３のＲ１方向）に回動
することで、それぞれの突起２７ａがそれぞれの凹溝７ａに入り込んで回動部材２７は左
フレーム７Ａに対して固定され、回動部材２７が他方向（図３のＲ２方向）に回動するこ
とで、それぞれの突起２７ａがそれぞれの凹溝７ａから離脱して回動部材２７の左フレー
ムに対する固定が解除される。
【００２２】
　前記回動部材２７の左サイドプレート側には、指を押し付ける（摘まむことも可能）こ
とで回動部材２７を回動させることが可能なレバー形状の操作部材（操作部）２７Ａが開
口部２１に向けて突出形成されている。この操作部２７Ａは、前記セットプレート２５を
ネジ部材２３によって左サイドプレート８Ａに一体的に組み付けた状態で、左サイドプレ
ート８Ａに形成されている前記開口部２１内に位置するように構成されている。
【００２３】
　上記した構成において、回動部材２７は、セットプレート２５と一体化した状態でユニ
ット化されており、セットプレート２５の中心部分に内側からネジ部材２３を螺入するこ
とで、セットプレート２５は左サイドプレートの内面に一体的に固定され、かつ、回動部
材２７が回動操作可能となっている。すなわち、回動部材２７は、それに形成された操作
部２７Ａを回動操作（前後方向の移動操作）することで、固定状態にあるセットプレート
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２５及び左サイドプレート８Ａに対して周方向に変位可能となっている。
【００２４】
　前記回動部材２７には、回動位置を位置決めする位置決め手段を設けておくことが好ま
しい。この位置決め手段は、例えば、回動部材２７の左サイドプレート側に、周方向に沿
って形成された２箇所の凹部２７ｃ，２７ｄと、左サイドプレート８Ａに内面に形成され
た袋穴（図示せず）に押圧バネ３１を介在して配設される係合ピン３２によって構成する
ことが可能である。具体的には、凹部２７ｃ，２７ｄは、操作部２７Ａによって回動部材
２７を回動した際、外周面に形成された各突起２７ａが左フレーム７Ａの凹溝７ａに入り
込む位置と離脱する位置に対応して形成されており、係合ピン３２は、各位置で凹部２７
ｃ，２７ｄに弾性的に付勢されて係合状態となる。すなわち、位置決め手段は、回動部材
２７の突起２７ａがそれぞれの凹溝７ａに入り込む位置と離脱する位置を、節度を持って
位置決めできるように構成されている。
【００２５】
　上記した構成により、回動部材２７の操作部２７ＡをＲ２方向である前方側に移動操作
して、凹部２７ｃと係合していた係合ピン３２が凹部２７ｄに位置決めされると、回動部
材２７の各突起２７ａがそれぞれの凹溝７ａから離脱し、セットプレート２５が組み込ま
れた左サイドプレート８Ａはフレーム７から取り外し可能となる（解放状態；図５参照）
。また、左サイドプレート８Ａをフレーム７の所定の位置に位置合わせした状態で、回動
部材２７の操作部２７ＡをＲ１方向である後方側に移動操作し、係合ピン３２が凹部２７
ｃに入り込んで位置決めされると、回動部材２７の各突起２７ａがそれぞれの凹溝７ａに
係合し、左サイドプレート８Ａはフレーム７に装着される（ロック状態；図２参照）。
【００２６】
　前記回動部材２７の操作部２７Ａについては、後方側に移動操作して位置決めされた際
に、開口部２１の後端縁２１ａと隣接するような位置関係にすることが好ましい。後端縁
２１ａの近傍領域は、サイドプレート８Ａを保持した際に、掌や指などが接触し難い部分
であることから、この部分にロック状態にある操作部２７Ａを位置させることで、誤って
ロックを解除してしまう可能性を軽減することが可能となる。すなわち、前方側に移動操
作してロック状態にする構成と比較すると、リールを操作している状態（保持状態）にお
いて誤ってロック状態を解除する可能性が低くなる。
【００２７】
　上記した操作部２７Ａについては、移動操作しやすいように階段状に形成しておくこと
が好ましい。すなわち、後方よりも前方が突出する段部２７Ｂ（図４参照）を形成するこ
とで、後方側から指を押し付けた際に引っ掛かり易くなり、ロック解除の操作が行い易く
なる。また、操作部２７Ａは、上記したように、開口部２１内に位置しているが、本実施
形態の開口部２１は、実釣時において実際に左サイドプレートを保持した際、指などを当
て付けることが殆ど無いデッドスペース（上方側面８Ａ２の領域内）に形成している（図
６、図７参照）。このため、開口部２１内に位置している操作部２７Ａの先端（頂部の表
面）２７Ｂは、図１，図４に示すように、左サイドプレート８Ａの表面（上方側面８Ａ２
の表面）と同一にするか、或いは、僅かに突出させることも可能である。すなわち、操作
部２７Ａを僅かに突出するように構成しても、操作部２７Ａはデッドスペースに位置して
いるため、誤操作される可能性が低く、実際に操作するに際しては、僅かに突出すること
で、指を押し付けやすくなる（摘まみ易くなる）ため、左サイドプレート８Ａを取り外す
際の操作性の向上が図れるようになる。
【００２８】
　この場合、操作部２７Ａの先端（頂部の表面）２７Ｂの左サイドプレート８Ａの表面に
対する突出量については、左サイドプレート全体を掌で包み込んだ際に違和感が生じたり
誤操作する可能性もあることから、１．０ｍｍ以下に設定しておくことが好ましい。
【００２９】
　また、本実施形態では、上記したセットプレート２５に、スプール３の回転に制動力を
付与する制動機構が配設されている。制動機構の構成については特に限定されることはな
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いが、例えば、特開２０１１－１０５７９号に開示されているように、スプール３のスプ
ール軸の回転に対して制動力を付与する磁気制動方式で構成することが可能である。この
ような磁気制動方式の制動機構については、公知技術であるため詳細な説明については省
略するが、上記公報に開示されている構成と同様、開口部２１内に配設されるように、止
めビス４１及びワッシャ４２を介してセットプレート２５の前方延出部２５ｂに回転可能
に支持された調整部材４５、調整部材４５を回転操作した際にクリック音を生じさせるリ
ーフスプリング４６、調整部材４５を回転操作した際、連動歯車（図示せず）を介して回
転駆動される磁石ホルダ４７等を備えている。
【００３０】
　前記セットプレート２５には、第１の環状の磁石（図示せず）が装着されると共に、前
記磁石ホルダ４７には、第１の環状の磁石と所定の環状隙間を介在して対向する第２の環
状の磁石４７ａが装着されている。また、スプール軸には、スプール３と共に一体回転す
る環状の導電体（図示せず）が固定されており、この導電体が前記第１の環状の磁石と第
２の環状磁石との間の環状隙間に配設されている。そして、調整部材４５を回転操作する
ことで、第１の環状磁石と第２の環状磁石の相対位置を変化させ、これにより環状隙間内
の磁界の強さを無段階的に変化させて、環状隙間内に位置する導電体（スプール）に対す
る制動力を調整するようになっている。なお、前記セットプレート２５に組み込まれる磁
石ホルダ４７については、抜け止めリング５０によって抜け止め保持される。
【００３１】
　上記した制動機構の調整部材４５の配設位置については特に限定されることはないが、
開閉機構２０との配置関係を考慮した場合、本実施形態のように、その調整部材４５が開
口部２１の前方側に位置し、開閉機構２０の操作部材（操作部２７Ａ）がその後方側に位
置するように配設されていることが好ましい。すなわち、制動機構の調整部材４５につい
ては、実釣時に操作される部分であることから、側板を保持した左手の人差し指を当て付
けて回転操作がし易いように、開口部２１の前方側に配設しておき、開閉機構２０の操作
部２７Ａについては、実釣時に操作しないことから、指が届き難い後方側に配設しておく
ことが好ましい。
【００３２】
　以上のように構成される両軸受型リールでは、反ハンドル側の左サイドプレート８Ａの
側面に開口部２１を形成し、この開口部の内部に左サイドプレート８Ａの開閉機構２０の
操作部材２７Ａを配設しているため、左サイドプレートを握り込んで掌を側面に当接させ
た際、掌や指の握持部位が操作部材に触れることはなく、握り心地が悪化することはない
。すなわち、図６に示すように左手で左サイドプレートを保持する場合、或いは、図７に
示すように右手で右サイドプレート側を保持する場合、その指先は平坦状になった側板の
表面領域（外周面）である上縁部１Ｅおよび下縁部１Ｆに当接するものの、その部分には
、操作部材が露出しておらず、平坦状になっているため違和感が生じることはなく、更に
は、指が接触することによる誤作動を生じさせることもない。
【００３３】
　また、本実施形態では、側板を非円形状とした構成において、側板を握持保持した際、
その側板の側面の上方部分は指や掌が接触することがない、いわゆるデッドスペースにな
ることに着目し、その部分に開口部２１を形成している。具体的には、開口部２１は、左
サイドプレート８Ａの高さＨに対して、（１／２）Ｈの高さよりも高い上方の領域内に前
後方向に沿って長孔状に形成し、この部分に操作部材２７Ａを配設したことで、図６に示
すように、掌による握り心地に影響を与えることなく、操作部材を配設することが可能と
なる。
【００３４】
　さらに、本実施形態の左サイドプレート８Ａは、その外表面が外方に向けて凸状に湾曲
形成されており、中間部分に前後方向に沿って湾曲面の頂部を規定する稜線Ｒが形成され
、その上方（上方側面８Ａ）に開口部２１を形成したことで、左側板を保持した際、その
人差し指の腹部が稜線Ｒよりも下方に位置付けし易くなり、人差し指と親指の位置が安定
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【００３５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。
　側板を構成するサイドプレートの形状については特に限定されることはなく、例えば、
円形状であっても良い。また、サイドプレートに形成される開口部の位置、形状について
も特に限定されることはない。この場合、開口部は、側板を手で保持した際、掌で覆われ
る領域に形成しても良いが、このような構成では、開閉機構の操作部材は、サイドプレー
トの側面から突出しないように形成することが好ましい。また、開口部については、サイ
ドプレートを貫通するように形成したが、部分的に底を有した状態で貫通していても良い
し、全体が有底状に形成されていても良い。
【００３６】
　前記開閉機構２０の操作部材については、前後方向に回動操作されるレバー形態以外に
、例えば、付勢力に抗して操作される構成であっても良い。このような構成では、ロック
解除し易いことから、開口部の内部に配設される操作部材の頂部は、サイドプレートの表
面から内側に位置させることが好ましい。
【００３７】
　また、サイドプレートに形成される開口部内には、開閉機構の操作部材のみが配設され
る構成であっても良い。また、本実施形態の操作部材は、前後方向に直線的にスライド操
作されるように構成しても良く、また、上下方向にスライド操作される構成であっても良
い。更に、開口部内に位置する操作部材は、その開口部を規定する縁部から離れた位置、
例えば、開口部の中央領域に配設したものであっても良い。更にまた、操作部材は、開口
部内で操作可能な押ボタン方式でも良い。
【００３８】
　さらに、スプールの制動機構の構成については、特に限定されることはないが、組み込
み性やメンテナンス性を考慮して本実施形態のようにセットプレート２５内にユニット構
造として組み込んでおくことが好ましい。
【符号の説明】
【００３９】
１　リール本体
１Ａ，１Ｂ　側板
３　スプール
５　ハンドル
７　フレーム
８Ａ，８Ｂ　サイドプレート
２０　開閉機構
２１　開口部
２７　回動部材
２７Ａ　操作部（操作部材）
４５　調整部材
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